
施策 取組

ア　生活困窮に陥った人に対する「生きることの包括的な支援」

      の強化

イ　支援につながっていない人を早期に支援へとつなぐための

       取組の推進

ウ　多分野の関係機関が連携・協働する基盤の整備

エ　失業者等に対する相談窓口等の充実

オ　経済問題以外の諸問題を抱えた人の孤立の防止

ア　高齢者とその介護者向けの各種相談先情報に関する周知の

      推進

イ　支援者及び身近な人の「気づき」の力の向上

ウ　高齢者が生きがいと役割を実感できる地域づくりの推進

エ　介護者への支援の推進

ア　勤務問題による自殺リスクの低減に向けた取組の推進 

イ　経営問題に関する取組の推進

ア　自殺対策や心の健康等に関する啓発

 

イ　人権啓発をすることによる生きることの促進要因の増加

ウ　障害理解への促進による生きることの促進要因の増加

ア　市職員のメンタルヘルス対策の推進

イ　職域における心の健康づくり推進体制の整備

ウ　地域における心の健康づくり推進体制の整備

ア　ひきこもり、児童虐待、性犯罪、性暴力被害者、生活困窮、

      ひとり親家庭、性的マイノリティに対する支援の充実

イ　妊産婦への支援の充実

ウ　相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化

エ　居場所づくりの推進

オ　その他関連事業

（１）生活困窮者・無職者失業者

に係る自殺対策の推進

（２）高齢者の自殺対策の推進

（３）勤務・経営問題に関わる

自殺対策の推進

重

点

施

策

（１）市民一人ひとりの気づきと

見守りの促進

（２）心の健康を支援する環境の

整備と心の健康づくりの推進

（３）適切な精神保健医療福祉

サービスを受けられるように

するための環境整備

生

き

る

支

援

関

連

施

策

（４）社会全体の自殺リスクを

低下させるための取組

（５）民間団体との連携の強化

（６）子ども・若者の心の健康を

支援する環境整備及び自殺

対策の更なる推進


